
山梨県指定障害福祉サービス事業者等指導要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、知事が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第１１条及び児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５７条の３の３の規定に基づき、自立支援給

付対象サービス等（自立支援医療及び補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。）並び

に障害児通所支援及び障害児入所支援（以下「障害福祉サービス等」という）を行う者

若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対して行う障害福祉サ

ービス等の内容並びに自立支援給付（自立支援医療費及び補装具費を除く。）並びに障

害児通所支援給付及び障害児入所支援給付（以下「自立支援給付費等」という。）の請

求等に関する指導について、基本的事項を定めることにより、障害福祉サービス等の質

の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。 

 

（指導方針） 

第２条 指導は、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若

しくはこれらの者であった者、指定障害者支援施設の設置者若しくは当該指定に係る

施設等の長その他の従業者である者若しくはこれらの者であった者、指定一般相談支

援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者若しくはこれらの者であっ

た者及び指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従事者若

しくはこれらの者であった者並びに指定障害児通所事業者若しくは当該指定に係る事

業所の従業者若しくはこれらの者であった者、指定障害児入所施設の設置者若しくは

当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者である者もしくはこれらの者であった

者及び指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくはこ

れらの者であった者（以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。）に対し、「山

梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例」（平成２４年山梨県

条例第６８号）、「山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例」（平成

２４年山梨県条例第６９号）、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成

２４厚生労働省令第２７号）、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成

２４厚生労働省令第２８号）、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）、「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要す



る費用の額の算定に関する基準」（平成２４年厚生労働省告示第１２４号）、「山梨県

指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例」（平成２４年山梨県条例第６６

号）、「山梨県指定障害児入所施設等に関する基準等を定める条例」（平成２４年山梨

県条例第６７号）、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する

費用の額の算定に関する基準（平成２４年厚生労働告示第１２２号）」、「児童福祉法

に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成２４年厚生労働告

示第１２３号）」並びに「厚生労働大臣が定める一単位の単価」（平成１８年厚生労働

省告示第５３９号）、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」（平成２４年厚生労働省

告示１２８号）等に定める障害福祉サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用

の請求等に関する事項について周知徹底し、適正化を図るための指導を行うことを方

針とする。 

 

（指導形態） 

第３条 指導の形態は、通常次のとおりとする。 

 （１）集団指導 

    集団指導は、指導の必要があると認める指定障害福祉サービス事業者等を一定の

場所に集めての講習、又は、オンライン等（オンライン会議システム、ホームページ

等。以下同じ。）を活用した動画配信等の方法により行う。 

 （２）運営指導 

    運営指導は、指導の必要があると認める指定障害福祉サービス事業者等の事業所

において、実地に行う。 

 

（指導対象の選定） 

第４条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて

対象の選定を行う。 

 （１）集団指導 

    県が指定の権限を持つ指定障害福祉サービス事業者等について、指導内容に応じ、

その都度、対象を選定して実施する。 

 （２）運営指導 

① 県が指定の権限を持つ指定障害福祉サービス事業者等が運営する事業所のうち、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助、児童発達支援及び放課後等 

デイサービスを行う事業所については、３年に１回以上の頻度で実施する。その他 

のサービスについては、原則として指定の有効期間内に１回以上実施する。 

② 指定後まもない指定障害福祉サービス事業者等については、指定後３年以内に 

実施する。ただし、就労継続支援Ａ型は、新規指定の半年後を目途に初回の運営指 



導を実施する。 

③ 過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合等、指定 

障害福祉サービス事業者等の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先 

的に実施する。 

④ その他特に必要と認められる指定障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。 

 

（指導方法等） 

第５条 指導方法等は、次のとおりとする。 

 （１）集団指導 

   ① 指導通知 

県は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらか

じめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等について、文書により当該事業者

等に通知する。 

   ② 指導方法 

          集団指導は、障害福祉サービス等の内容、自立支援給付等に係る費用の請求の内

容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習又は動画配信等の方式で行

う。 

 （２）運営指導 

   ① 指導通知 

     県は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらか

じめ次に掲げる事項について、文書により当該事業者等に通知する。 

         ア 運営指導の根拠規定及び目的 

     イ 運営指導の日時及び場所 

     ウ 指導担当者 

     エ 出席者 

     オ 準備すべき書類等 

   ② 指導方法 

     運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。 

ア 運営指導の確認項目等 

運営指導は、厚生労働省及び子ども家庭庁が定める「主眼事項及び着眼点等」

（非常災害対策の非常災害には火災だけではなく水害・土砂災害等の自然災害

も含む。）に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。 

また、原則として、「主眼事項及び着眼点等」における下線を付した項目（以

下「標準確認項目」という。）以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わ

ないものとするとともに、「標準確認文書」で確認することを原則とする。 



なお、運営指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断

する場合は、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を

徴し確認するものとする。 

イ 運営指導における文書の効率的活用等 

運営指導において確認する文書は、原則として運営指導の前年度から直近の

実績に係る書類とするとともに、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合

を除き、原則として３名以内とする。 

また、事前又は当日に提出を求める資料の部数は１部とし、県が既に保有し

ている文書については、再提出を求めず、県内部での共有を図ることを原則と

する。 

特に①内容の重複防止（(a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内

で同一である書類の事業所ごとの重複提出等）や、②既提出文書（指定申請等

で提出済の内容変更のない書類等）の再提出不要の取扱いに留意するものとす

る。 

さらに、ＩＣＴで書類を管理している指定障害福祉サービス事業者等に対す

る運営指導においては、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、指定障害福

祉サービス事業者等に配慮した文書確認の方法についても留意するものとする。 

ウ 同一所在地等の運営指導の同時実施 

同一所在地や近隣の指定障害福祉サービス事業者等に対する運営指導につい

ては、適宜事業者の状況等も勘案の上、できるだけ同日に行うなどにより、効

率化を図るものとする。 

   ③ 指導結果の通知等 

     運営指導の結果については、改善を要すると認められた事項に関し、後日文書 

    によって通知を行う。 

      ④ 改善報告書の提出 

     県は、当該事業者等に対し、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求 

    める。 

 

（監査への変更） 

第６条 運営指導中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに「山

梨県指定障害福祉サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うこと

ができる。 

（１）著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危

害を及ぼすおそれがあると判断した場合 

（２）自立支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な



請求と認められる場合 

（３）正当な理由なく運営指導を拒否した場合 

 

（情報の提供等） 

第７ 県は、指導結果の通知及び改善報告書の内容について、市町村への情報提供を行うと

ともに、山梨県情報公開条例（平成１１年山梨県条例第５４号）等に従いプライバシー

の保護に配慮しつつ、利用者保護の観点をもって出来るだけ開示を行う。 

 

（報告） 

第８条 県は、指導の実施状況について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

に報告を行う。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年１１月１２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年８月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年５月２５日から施行する。 


